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管理物件 
入居率 
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今月の主な内容 
 
P.1   お世話になっております 
P.2   賃貸管理コーナー 
P.3   業界ニュース 
P.4 相続相談コーナー 
P.5 不動産ソリューション 
       コーナー    
  
別紙 【不動産収益物件情報】 
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空室募集、空室対策、設備交換、工事、売却・購入のご相談・お問い合わせ 

℡担当：坂本 

サブリース法制化からの業界事情 
～法施工から6か月経過して～ 

  「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の一つである“サブリース業
者と所有者との間の賃貸借契約の適正化(通称サブリース法)”が令和2年12
月15日に施工され6か月が経過しました。その後、サブリースの法制化により進み
つつある業界事情について整理しました。 

オーナー様の自主管理の割合が減少し、集金管理方式、またサブリース方式、いずれもこれからの
賃貸市況に合わせて、オーナー様の賃貸経営を支える「管理委任」が、益々増えてきています。
また管理委任していても、より良いサービスを行う賃貸管理会社に変える動きも増えてきていま
す。オーナー様の賃貸経営パートナーを、真摯に考慮する時代に入ってきていると思います。 

■サブリース法制化とは？「業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置」 
 不当な勧誘行為の禁止 サブリース業者・勧誘者による特定賃貸借契約（マス 
  ターリース契約）勧誘時に、家賃の減額リスクなど相手方の判断に影響を及ぼす 
  事項について故意に事実を告げず、又は不実を告げる行為の禁止。 
 誇大広告等の禁止  マスターリース契約の条件について広告するときは、 
  家賃支払、契約変更に関する事項等について、著しく事実に相違する表示、実際 
  のものよりも著しく優良・有利であると人を誤認させるような表示を禁止。 
 特定賃貸借契約締結前の重要事項説明 
  マスターリース契約締結前に、家賃、契約期間等を記載した書面を交付して説明。   

■サブリース法制化に至った背景とは？ 
 賃貸住宅は、賃貸住宅に求める仕様ニーズの高まりや、単身世帯・外国人居住者の増加

等を背景に、今後も我が国の生活の基盤としての重要性は一層増大。 
 一方、賃貸住宅の管理は、従前、自ら管理を実施するオーナーが中心であったが、近年、

オーナーの高齢化や相続等に伴う兼業化の進展、管理内容の高度化等により、管理業者
に管理を委託等するオーナーが増加。 

 さらに、賃貸経営を管理業者に、一任できる“サブリース方式”も増加。 
 しかし、管理業者の介在が増加する中、オーナーあるいは入居者とのトラブルが増加。特に、

サブリース方式では、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し、社
会問題化。 

■サブリース法制化から6か月。業界での事情はどう変わったか？ 
 改めて適正な方法での契約遂行により、間違った方法論で進めていた業者は、淘汰され、ま

たは大きく修正する事で、サブリースの仕組みは、所有者にとって徐々に正しい契約内容の
遂行として推奨されるようになっている。 

 新築のみならず中古物件においても、サブリース契約が増加傾向にある。オーナーの賃貸経
営の方向性に合わせて、サブリース業者に一任し、貸主代行を依頼するオーナーも少しづつ
増えてきており、オーナーの選択肢が増える結果となってきました。 

 ハウスメーカー、サブリース専業会社は、サブリースメニューを拡充させ、賃貸管理会社も、サブ
リースのみならず、集金管理内容も合わせて充実させ、管理会社を途中で変える事もできる
時流になってきている。 

 （株）アセット 
    コンサルティング 

    坂本拓郎 
 



      業界ニュース 
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弁護士法人 
一新総合法律事務所 

弁護士 大橋 良二 氏 

 
 

賃貸住宅管理業者が賃貸管理を受託する際には、管理受託契約の重要事項について、重要事項説
明をする義務が課されます。今後、不動産オーナーは、不動産会社に管理を委託しようとすると、契約
締結前に、重要事項説明を受けることになります。これまでも、物件を購入する際などには、契約前に宅
建士から、物件について重要事項の説明を受けていた、と思いますが、これからは物件購入のときと同じ
ように、賃貸住宅の管理を委託する際にも重要事項の説明を受けることになります。 

不動産オーナーからみた 
賃貸住宅管理業法の施行 

 今年6月15日に賃貸住宅管理業法の賃貸管理に関する規定
が施行されました。これにより賃貸住宅管理業を行うためには登録
を受けなければならなくなるなど、賃貸住宅管理業者の適正化に
向けたいくつかの措置が実施されます。 
 その措置の一つ「重要事項説明義務」を確認しましょう。 

【管理受託締結前の重要事項説明義務】 

管理受託契約の締結時に、賃貸住宅管理業者が交付しなければならない書面の記載事項は以下のと
おりです。 
（１）管理業務の対象となる賃貸住宅 
（２）管理業務の実施方法 
（３）契約期間に関する事項 
（４）報酬に関する事項（報酬の額並びに支払の時期及び方法含む） 
（５）契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容 
（６）管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日 
         及び登録番号 
（７）管理業務の内容 
（８）管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容 
（９）責任及び免責に関する定めがあるときは、その内容 
（１０）委託者への報告に関する事項（法第２０条による規定） 
（１１）賃貸住宅の入居者に対する（２）及び（７）に掲げる事項の周知に関する事項 

 このような説明を受けることになりますので、具体的な内容について重要事項をよく確認して、管理契約
の内容について互いに誤解がないように理解しておく必要があります。 
 この賃貸住宅管理受託契約前の重要事項説明ですが、国交省の賃貸住宅管理業法の「賃貸住宅
の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方」によると、 

・管理受託契約重要事項説明については、賃貸人が契約内容を十分に理解した上で
契約を締結できるよう、説明から契約締結までに１週間程度の期間をおくことが望まし
い。 
・説明から契約締結までの期間を短くせざるを得ない場合には、事前に管理受託契約
重要事項説明書等を送付し、その送付から一定期間後に、説明を実施するなどして、
管理受託契約を委託しようとする者が契約締結の判断を行うまでに十分な時間をとる
ことが望ましい。  

とされており、「望ましい」との記載ではありますが、契約締結まで十分な時間をとって説明することが求め
られています。管理受託契約は大切な物件の管理の内容を定めたものですので、重要事項説明の内容
を確認し、理解した上で契約に臨みましょう。 
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税理士法人タックスウェイズ 
税理士  後藤 勇輝 氏 

『資産に関わる税務の基本』 
もう誰にも聞けない相続税の基本②  

 
各税制度の特例の利用には一定の条件があります。資産税に詳しい各専門家
（税理士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。 

【ご相談・お問い合わせ】オーナー様：相続＆不動産ご相談窓口 
℡：0564－72－2215    担当：坂本 

 

 相続税の基本の2回目です。今回は、相続税の申告をすることになった
場合、どのような手続きやスケジュールとなるのかについてみていきます。 

≪相続税の申告が必要と分かったら≫ 

（１）申告スケジュール 
相続税の申告期限は、お亡くなりになったことを知った日の翌日から10か月以内とされて
います。例えば、6月1日に死亡を知ったなら4月1日が期限となり、該当日が休日の場合
は、翌営業日となります。郵送ならば消印日で判断します。 
 
（２）申告の方法 
 国税庁所定の様式に従った申告書と財産評価の一覧、評価方法の明細などを添付し
て、被相続人の亡くなった時の住所を管轄する税務署に、書面や電子申告により申告し
ます。税理士の立場からみますと、相続税の申告書作成は、現状では国税庁のホーム
ページの所得税のように作成ができませんので、一般の方が自力でされるのは難易度が
高いと思います。 
 
（３）納付の方法 
 相続税の納付は、現金などにて上記の申告期限までに銀行や税務署などで行います。
これ以外に、延納や物納という納付制度もございますが、税金を分割払いにしてもらえる
といった気軽なものではないため、10か月以内に一括現金払いすると理解されるのがよい
でしょう。 
 
（４）遺言や遺産分割がない場合 
 相続は遺産を分けるまでの話し合いなどで10か月を過ぎてしまうことがあります。この場
合でも申告期限は延長できませんため、相続人の方々は法定相続分で取得したとして
税額を算出して申告と納税を行う必要があります。いわゆる未分割申告と呼ばれるもので
すが、税額軽減の特例を受けることができないため、納付額は高くなる傾向にあります。
早い決断が求められますね。 

【参考】国税庁 タックスアンサー No. 4208  
相続財産が分割されていないときの申告 

人が亡くなると様々な手続きが発生します。相続税は、法律の手続きと金銭の手続きの
２つが混在している手続きですので、その業務量や労力はなかなか大変です。 

以上、ご参考になれば幸いです。 
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資産を未来につなぐ家族信託。デメリットも考えてみましょう。 

 日本では高齢化が進むにつれ、オーナー様自身の認知症リスク、
相続リスクが高まっています。その中で年々、家族信託などの生
前対策のニーズも高まっています。本コーナーでも何度か取り上げ
ており認知症・相続対策としても効果的な家族信託ですが、メ
リットばかりではありません。今回はデメリットについて触れていきた
いと思います。 

家族信託のデメリット～損益通算の禁止～ 

 アパートなどを複数所有している場合に、一番注意しなければいけないデメリットが、“損益通算禁止”の
規定です。 
 ①信託財産である不動産（家族信託をした不動産）から生じた損失は無かったものとみなされ、信託 
   財産以外からの利益と相殺することができない。 
 ②信託財産から生じた損失を翌年に繰り越すことはできない。 

事例で見る、家族信託のデメリット 
 所有する2棟のアパートのうち1棟を信託財産にした場合（信託財産：Aアパート、信託財産にしないア
パート：Bアパート）でわかりやすくご説明します。 
 ・Aアパート（信託財産）で大規模修繕を行い100万円の赤字 
 ・Bアパート（信託財産ではない）は100万円の黒字 
どちらのアパートも信託財産にしていなければ、2棟の所得を合算するので所得はゼロです。 
では信託財産にしている物件がある、下記の場合ですと、どうでしょうか？ 

 今回のケースの場合、上の図のようなイメージになります。Aアパートの損失100万円は生じなかったものとみ
なされますので、Bアパートの所得100万円に対して税金がかかることになります。さらにAアパートの損失を翌
年に繰り越すこともできません。 
 なお、信託契約がある場合（不動産ごとに受託者を別にするためなど）にもそれぞれの契約をまたいで損
益通算することはできません。 
 アパートなどを複数所有している場合には、この損益通算の禁止による税務上のデメリットと、家族信託によ
るメリット（判断能力の衰退により不動産を含む資産の有効活用ができなくなる問題の解消など）をよく検
討する必要があります。家族信託を行う場合には、ご自身やご家族の状況や赤字になりやすい大規模修繕
の時期などを踏まえたうえで、導入時期なども検討する必要があります。デメリットを把握したうえで上手な対
策を進めていきましょう！ 

信託財産（Aアパート） 
－１００万円の赤字 
（大規模修繕） 

信託財産でない（Bアパート） 
＋１００万円の黒字 

①損益換算できない 

②損失を翌年へ 
繰越せない 



●より良い資産活用へのご相談はこちら● 

お問合せ先：「ＡＣの資産管理通信」事務局  担当：坂本 
TEL:0564-72-2215 

お気軽にご相談ください！ 

会社紹介 

営業時間 定休日 

□空室について 

□リフォームについて 

□家賃滞納について 

□賃貸管理について 

□購入について 

□売却について 

□土地活用について 

□相続対策について 

□保険について 

□その他 

 
 

アセットコンサルティングはお客様の資産運用の 
ために専門スタッフの力を結集してトータルサポートいたします。 

ｽﾀｯﾌ集合写真 

 
株式会社         
アセットコンサルティング 
 

 
JR 
岡崎駅         
 


